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次期環境基本計画の策定に向けて 

 

１ 春日井市環境基本計画の概要について 

 

【根  拠】 

「春日井市環境基本計画」は、春日井市環境基本条例第７条の規定に基づき、2002

年３月に策定。 

 

〇環境基本計画に定める事項 

 環境の保全等に関する統合的かつ長期的な目標 

 環境の保全等に関する施策の基本的な方向 

 環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

 

【目 的】 

環境を保全、創造し、次代を含めた市民が快適に暮らすことができるような各種の

取組みを総合的かつ計画的に推進すること 

 

【計画期間】 

2002（平成 14）年度から 2021（令和 3）年度まで 20 年間 

 

【環 境 像】 

みろくの森から道風の里まで蛙の合唱消えぬ道 暮らしと出会いを大切にするまち 

 

【環境目標・数値目標】 

環境目標①住みたい、楽しく美しい、歩きたくなるまち・春日井（都市・社会基盤） 

数値目標①雨水浸透率 
 

環境目標②豊かな自然と人が共存し、歴史・文化を育むまち・春日井（自然・風土） 

数値目標②みどり率 
 

環境目標③美しい地球を守る、地域のしくみがいきづくまち・春日井 

（くらし・低炭素・資源循環社会） 

数値目標③ごみ廃棄量 ④温室効果ガス排出量 ⑤環境基準達成率 
 

環境目標④ネットワークを活用し、環境市民が育つまち・春日井 

（学習・ネットワーク） 

数値目標⑥環境まちづくり参加人数 

 

【改定経過】 

○2007（平成 19）年３月（策定後５年経過） 

○2014（平成 26）年３月（策定後 12 年経過） 

 



春日井市
環境基本計画

（改定）

平成２６年３月概要版

私たちは、地球市民としての自覚を持ち

まちづくりに参加します

私たちは、身近な自然環境を守り

郷土の歴史と文化を大切にします

私たちは、持続可能な社会を

めざすまち春日井を

次の世代に引き継ぎます

協働による取組みの推進

市域全体の環境活動推進

重点的取組み（第3期に向けて） 計画の推進

本計画における市の役割については、「具体的取組み」の全体に関わりますが、特に市が主体となり優先して取組むべき施策を「重点的取組

み」として位置づけています。

自然を守り自然に親しむ（自然共生社会）2　

❶ 自然との共存

● 指定希少野生動植物の保護活動を推進します。

● 市民と連携して、自然や緑地の保全活動を推進します。

● 自然環境保全地区や自然環境ふれあい地区の指定を検討します。

❷ 自然とのふれあい

● 自然を体験できるふれあいの場の創出を行い、環境について学ぶ機会と場の充実を図ります。

自然環境学習会

ごみを減らし資源を有効に活用する（資源循環社会）3　

❶ ごみの減量化と３Ｒの推進

● 市民、事業者、行政の協働によりごみの減量化の施策を推進し、ごみの排出抑制を図ります。

● 学校や地域において、ごみ問題やリサイクル等に関する学習機会の充実を図ります。

❷ ごみの資源化の推進

● ごみの分別を徹底し、資源回収と資源化を推進します。

● 焼却灰を資源として、有効活用を図ります。

クリーン大作戦

市民と事業者、行政が協働して環境まちづくりを進める（連携・協働）4　

❶ 環境市民の育成

● 学校における教育を始め、多様な場での環境学習を推進するとともに、市民が環境学習に参加

しやすい場や機会を提供します。

● 市民、事業者、行政などの交流や協働により、自発的な市民活動とネットワークづくりを促進します。

● 環境に関する情報提供や情報交流を推進し、環境情報の共有を図ります。

❷ 市民協働の推進

● かすがい環境まちづくりパートナーシップ会議を支援し、協働による環境まちづくりを推進します。

職員による出前講座

　本計画の環境目標を実現していくためには、取組みの主体となる市民、事業者、市のそれぞれが積極的に環境活動を行っていくことが重要です。

　「環境まちづくりパートナーシップ会議」を中心に、市民、市民団体、事業者、市などが、幅広く参加、連携して、本計画を推進していきます。

　また、本計画の効果的な進行管理を行い、計画を推進していくためには、Ｐ（計画）、Ｄ（実施）、Ｃ（点検・評価・公表）、Ａ（見直し・改善）を基本とする

マネジメントシステムにより進行管理を行い、本計画の実施状況を環境審議会へ報告するとともに、市民に公表していきます。

【市民、事業者、市との連携による推進体制】

【推進の仕組み】

環境まちづくりパートナーシップ会議

自主的な活動推進 環境施策の実施
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●春日井市環境基本計画
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事業者

市民

市

見直し・改善（ACTION）

地球環境を保全する（低炭素社会）１

❶ 再生可能エネルギーの利用の促進

● 公共施設に再生可能エネルギーを利用した設備を導入するとともに、市民や事業者への導入の

啓発を図ります。

❷ 省エネルギー行動の促進

● 高効率機器の導入促進や省エネルギー行動の啓発などを行い、エネルギーの有効利用を促進

するとともに、必要に応じて節電対策本部を設置するなど、節電対策を推進します。

● 省エネルギー行動を実践する日として定めたエコライフＤＡＹを通して、一人ひとりの環境に配

慮した取組みを促進します。

❸ 地域環境の整備

● 次世代自動車の普及を図るとともに、公共交通の利用を促進します。

太陽光発電システム（クリーンセンター）

電気自動車
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２ 近年の主な動向 

⑴  社会情勢の変化 

ア 持続可能な開発目標（SDGｓ） 

 2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2030 年までの

国際目標で、17 のゴール・169 のターゲットから構成され、

地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。 

 SDGｓの取組みは、国や地方公共団体、企業や NPO でも進み、環境(Environment）・

社会（Social）・企業統治（Governance）の要素を考慮した ESG 投資が拡大している。 

イ 環境・経済・社会の統合的向上 

 我が国は本格的な少子高齢化・人口減少社会を迎え、

本市の人口も 2020 年まで緩やかに増加し、その後は緩

やかに減少が進むことが見込まれている。環境・経済・

社会の課題は相互に密接に関連・複雑化してきており、

今後は、環境・経済・社会の統合的向上を目指すこと

が重要である。 

ウ 地球温暖化対策 

  2015 年に採択された「パリ協定」では、気温上昇を産業革命以前と比べて２℃より十

分下方に抑える(２℃目標)とともに 1.5℃に抑える努力の継続、適応の長期目標の設定

などが盛り込まれた。また、2018 年に国が策定した気候変動適応計画では、気候変動適

応に関する政策の方向性と、自然災害など気候変動の影響による被害を防止・低減する

ための分野別施策が示された。また、2050 年に温室効果ガスの排出量等を実質ゼロにす

ることを目指すゼロカーボンシティ表明の広がりを見せている。 

 エ 資源循環 

  海洋プラスチック問題について、2019 年の G20（大阪開催）では、2050 年までに海洋

プラスチックごみによる追加的な汚染ゼロを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョ

ン」が共有され、「G20 海洋プラスチックごみ対策実施枠組」を支持することが表明され

た。また、食品ロスの削減について、SDGｓのターゲットの一つに示されるほか、2018 年

に国が策定した循環型社会形成推進基本計画に、食品ロス削減の目標が設定された。 

  オ 産業の変化 

  AI、IoT といった第４次産業革命は、経済や社会

のあり方、人々の働き方やライフスタイルの変革、

高齢者や地域の利便性の向上など、豊かで質の高

い生活の実現に向けた原動力になることが想定さ

れている。 
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⑵  国・愛知県 

ア 国 

○第５次環境基本計画（2018） 

 分野横断的な６つの重点戦略により、環境・経済・社会の統合的向上を具現化し、

経済・社会的課題の同時解決に取り組む。 

○地球温暖化対策計画（2016） 

 2030 年度までに国内の温室効果ガス総排出量を 2013 年度比 26％削減。2050 年度ま

でに 80％の排出削減を目指す。 

○気候変動適応計画（2018） 

気候変動影響による被害を防止・軽減し、社会・経済の健全な発展や自然環境の保

全等を図り、安全・安心で持続可能な社会の構築を目指す。 

  〇環境教育等推進法第７条第１項に基づく基本方針（2018） 

   地域や民間企業の「体験の機会の場」の積極的な活用を図る。 

 イ 愛知県 

○第５次環境基本計画（2020 年度策定予定） 

 「環境を原動力に経済・社会を向上し、ＳＤＧｓ達成に貢献する「環境首都あいち」

（仮）」を計画目標とし、各分野の取組みと行動による人づくりを推進する。 

○地球温暖化防止戦略 2030（2017） 

 2030 年度までに県内の温室効果ガス総排出量を 2013 年度比 26％削減など。 

○環境学習等行動計画 2030（2017） 

持続可能な社会を支える「行動する人づくり」を目的とし、学びを行動につなぐた

めの力を育む環境学習等を進める。 

  ○あいち生物多様性戦略 2020（2013） 

   人と自然が共生するあいちの実現を目標とし、開発と生物多様性保全の調和を図る。 

⑶  春日井市 

ア 環境関連計画の策定・改定 

 ○地球温暖化対策実行計画 2019-2030（2019.3） 

  2030 年度までに市内の温室効果ガス総排出量を 2013 年度比 26％削減など 

○ごみ処理基本計画（2019.3） 

 2030 年度までに一人１日当たりのごみ排出量を 2017 年度に対し 47ｇ削減など 

 イ その他計画 

○第６次総合計画（2018.2） 

 2027 年度までの市政全般に渡る政策分野、将来像や施策の基本的な方向性を示す 

○立地適正化計画（2018.3） 

 都市機能と住居の誘導区域を設定し、2036 年度を目標にまちづくりを進める 

○まち・ひと・しごと創生総合戦略（2020.3） 

 2024 年度までの人口の将来展望と今後めざすべき将来の方向性を示す 

○都市計画マスタープラン（2020.3） 

都市づくりの目標と、概ね 20 年後を目指しつつ 2029（令和 11）年度までの 10 年間

の将来都市構造などを示す 

  ○緑の基本計画(2003.12) 

   都市における緑とオープンスペースの保全・創出を総合的かつ計画的に推進する 


